




令和３年10月１日より、土砂災害特別警戒区
域と急傾斜地崩壊危険区域（対策済の箇所
を除く）は居住誘導区域外となっています。
また、今後新たに指定される土砂災害特別警
戒区域と急傾斜地崩壊危険区域（対策済の
箇所を除く）についても居住誘導区域外とな
るため、最新の情報は兵庫県CGハザード
マップ及び中播磨県民センター姫路土木事
務所にてご確認ください。
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